
基礎データ集

参考資料２



全体
全体① 若年層の負担と給付の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
全体② 家計に占める教育費負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
全体③ 世帯年収に占める在学費用の割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
全体④ 大学卒業までにかかる教育費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
全体⑤ 子ども一人当たりの学習費総額（幼稚園～高等学校）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
全体⑥ 学生一人当たりの学費・生活費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
全体⑦ 教育費公財政支出の国際比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
全体⑧ 教育費の公私負担割合の国際比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
全体⑨ 教育費の公私負担割合の国際比較②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

【参考】 「経済危機対策」（平成21年4月10日 政府・与党決定）における教育費負担の軽減措置・・・・・・10

幼児教育
幼児教育① 幼児教育の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
幼児教育② 幼児教育の無償化に向けた検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
幼児教育③ 諸外国における幼児教育の無償化に係る動き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
幼児教育④ 教育費負担に関する国民の意識調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

小学校・中学校
小学校・中学校① 就学援助の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
小学校・中学校② 教育支出や世帯所得と学力との関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
小学校・中学校③ 就学援助と学力との関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
小学校・中学校④ 生徒の社会経済文化的背景と学力との関係（PISA2003）・・・・・・・・・・・・・27

目次

高校
高校① 親の収入等と高校卒業後の進路について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
高校② 私立高等学校等の授業料滞納状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

大学
大学・大学院① 大学授業料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
大学・大学院② 諸外国における高等教育の授業料等に係る動き・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
大学・大学院③ 日本学生支援機構奨学金貸与事業の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
大学・大学院④ 学部学生への経済的支援の欧米との比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
大学・大学院⑤ 大学等の授業料滞納等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
大学・大学院⑥ 大学院生に対する経済的支援について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

既存の施策について
幼稚園就園奨励費補助について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
就学援助について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
高校生に対する授業料の減免等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
大学生・大学院生に対する授業料の減免等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
大学院生への給与型の経済的支援（TA・RA） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15



（平成21年4月17日教育再生懇談会 廣井良典委員（千葉大学教授）配付資料）

○ 一人の生涯から見た「社会保障」の給付と負担の姿
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高齢者と比べて、子ども、若者への給付は手薄である一方、負担は重い
（特に幼児教育、高等教育）

全体① 若年層の負担と給付の現状
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（「一人の生涯から見た「社会保障」の給付と負担の姿」をもとに文部科学省で推計）

子供二人が同時に大学教育を受けた場合、その費用負担は可処分所得の約１／３を占める

全体② 家計に占める教育費負担
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特に低所得者層において教育費負担が重く圧し掛かっている

全体③ 世帯年収に占める在学費用の割合
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○年収階級別にみた世帯の在学費用と世帯年収に対する在学費用の割合

※日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査」（平成20年）より
（小学校以上に在学中の子供全員にかかる在学費用と、その年収に対する割合）
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（私立）

5,799,058

（私立）

5,799,058

（私立）

5,799,058

（私立）

5,799,058

（公立）

3,097,027

（国立）

2,933,400

大 学
（※２）

（私→私→私→私→私）（私立）（私立）（私立）（私立）（すべて私立）

22,582,8743,131,4393,800,5938,240,3271,611,457ケース６

（私→公→私→私→私）（私立）（私立）（公立）（私立）（小学校だけ公立）

16,345,6173,131,4393,800,5932,003,0701,611,457ケース５

（私→公→公→私→私）（私立）（公立）（公立）（私立）（小学校及び中学校
は公立、他は私立）

13,959,4113,131,4391,414,3872,003,0701,611,457ケース４

（私→公→公→公→私）（公立）（公立）（公立）（私立）（幼稚園及び大学は
私立、他は公立）

12,389,7301,561,7581,414,3872,003,0701,611,457ケース３

（公→公→公→公→公）（公立）（公立）（公立）（公立）（すべて公立）

8,806,2041,561,7581,414,3872,003,070729,962ケース２

（公→公→公→公→国）（公立）（公立）（公立）（公立）（高校まで公立、
大学のみ国立）

8,642,5771,561,7581,414,3872,003,070729,962ケース１

高等学校中 学 校小 学 校幼 稚 園
合計

学 習 費 等（※１） 総 額
区 分

全体④ 大学卒業までにかかる教育費

幼稚園～高等学校については文部科学省「平成１８年度子どもの学習費調査報告書」に基づいて作成
大学については独立行政法人日本学生支援機構「平成18年度学生生活調査報告」に基づいて作成

※１ 「学習費等」には授業料などの学校教育費や学校給食費、学校外活動費が含まれる
※２ 授業料その他の学校納付金や通学費等が含まれる

（単位：円）

大学卒業までにかかる平均的な教育費は、全て国公立でも約900万円。全て私立だと約2300万円に上る
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7,6306,99221,87219,22770,95550,52935,83623,418ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動

5,1083,91310,6543,99922,9545,2734,3471,804体験活動・地域活動

16,65813,49047,17027,924110,26046,00231,16921,281芸術文化活動

49,50139,926110,64366,065269,511134,36496,47666,836その他の学校外活動費

20,10515,53130,94714,91565,34232,56025,12420,333教養・その他

15,80414,8975,9136,4237,3902,0591,225663その他

144,38979,128118,499176,030196,13061,62220,09610,640学習塾費

22,57020,41834,54332,05239,12814,7024,8744,171家庭教師費等

27,68122,21234,64621,43650,18123,79522,19021,278家庭内学習費

210,444136,655193,601235,941292,829102,17848,38536,752補助学習費

259,945176,581304,244302,006562,340236,542144,861103,588学校外活動費

7,25436,56330,84340,93725,15314,390学校給食費

6,4044,9227,3274,2579,8004,1629,9638,387その他

9,6568,93514,1769,74017,13411,36712,61711,133通学用品費

28,99221,30845,77120,16129,8033,1888,3184,540制服

67,23644,56175,9696,91837,6801,41419,2094,807通学費

41,86934,64849,35426,4979,7902,5503,014781教科外活動費

18,38118,62526,81420,85025,65917,18112,9599,623学用品・実験実習材料費

19,03317,94311,7113,8323,8281,4592,0461,567教科書費・教科書以外の図書費

1,7963986,2109220,59627718197寄付金

190,83226,414223,5926,615174,8961,24048,4246,546その他の学校納付金

10,8997,88412,2423,96211,5383,0414,6405,105ＰＴＡ会費

12,81613,4698,3474,94210,4744,3541853,799学級・児童会・生徒会費

53,72332,51965,46225,31732,6846,4223,5692,515修学旅行・遠足・見学費

323,652112,296410,9180396,1190243,26774,446授業料

785,289343,922957,893133,183780,00156,655368,392133,346学校教育費

1,045,234520,5031,269,391471,7521,373,184334,134538,406251,324学習費総額

私 立公 立私 立公 立私 立公 立私 立公 立

高等学校（全日制）中 学 校小 学 校幼 稚 園
区 分

（単位：円）

（注１）保護者が子どもの学校教育及び学校外活動のための支出した経費 （注２）平成１８年度の幼児・児童・生徒一人当たりの年間平均額
文部科学省「平成１８年度子どもの学習費調査報告書」

全体⑤ 子ども一人当たりの学習費総額（幼稚園～高等学校）

子どもの教育には、授業料以外にも多くの費用が必要。私立学校の場合、授業料が大きな負担となっている。
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全体⑥ 学生一人当たりの学費・生活費

家庭から学生へ
の給付額（Ａ）

(13.3%)

8,530,000

1,139,500

(6.6%)
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983,600362,300621,3001,322,400236,7001,085,700平均
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門
職
学
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程

1277,200458,800818,400804,200274,100530,100平均

1,250,100502,500747,6001,050,200326,500723,700私立

1,158,800471,400687,400794,700297,000497,700公立
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課
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938,100323,500614,600811,700163,300648,400平均
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大
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723,800297,800426,0001,171,300162,9001,008,400平均

694,000303,200390,8001,323,200169,3001,153,900私立

730,700274,600456,100665,500142,000523,500公立

846,800280,400566,400654,100141,400512,700国立
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大
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小 計

保健衛生費、
娯楽・ し好費、
その他の日常
費

食費、住居・
光熱費

小 計

修学費、課
外活動費、
通学費

授業料その
他の学校納
付金

生 活 費学 費

区 分

日本学生支援機構「学生生活調査」（平成18年度）に基づいて作成 （単位：円）

学生一人当たりの学費・生活費は、約１９０万円。学生への給付額は世帯収入の17.6%に上る。（学部段階）

６



○各国の政府支出に占める教育支出の割合
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日本 9.5%

※ＯＥＣＤ「図表でみる教育～ＯＥＣＤインディケータ2008」より作成

対GDP比でも、一般政府総支出比でも、教育費の割合は、国際的に低位

全体⑦ 教育費公財政支出の国際比較
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○教育費公財政支出の対ＧＤＰ比の現状
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全体⑧ 教育費の公私負担割合の国際比較

-26.9 73.1 -8.5 91.5 －19.8 80.2 OECD平均

x 14.7 85.3 2.1 18.2 81.8 x 27.9 72.1 ドイツ

10.3 16.4 83.6 6.2 7.5 92.5 4.5 4.5 95.5 フランス

24.6 33.1 66.9 13.1 17.0 83.0 7.1 7.1 92.9 イギリス

36.1 65.3 34.7 x 9.0 91.0 x 23.8 76.2 アメリカ

53.4 66.3 33.7 7.6 9.9 90.1 38.4 55.7 44.3 日本

うち家計私費計うち家計私費計うち家計私費計

私費負担
公財政
支出

私費負担
公財政
支出

私費負担
公財政
支出

高等教育初等中等教育就学前教育

（OECDインディケータ（2008年版）に基づいて作成）

諸外国と比べ、わが国では、特に就学前・高等教育において、家計負担の重さが突出。
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児童生徒数の割合

Ｇ５平均フランスイギリスアメリカ

4,566

3,971

4,602

5,964

6,236

2,056

就学前
教育

8,6686,756Ｇ５平均

10,6165,758ドイツ

9,3186,909フランス

9,0365,666イギリス

9,6838,732アメリカ

4,6896,714日本

高等教育
初等中等

教育

子どもの数を考慮しても、わが国の教育公財政支出は少ない

○ それでは、「一人当たり公財政教育支出」を比べてみてはどうか。
（※一人当たりで比べれば、子どもの数の影響を受けずに比較することが可能）

○ ところが、「一人当たり」で比較しても、就学前教育と高等教育段階においてわが国の公財政支出の少なさが顕著。初等中等教育段
階においても、先進５カ国の平均を下回る。

○ わが国は、諸外国と比べて、確かに生徒数の数が少ない。

（単位：購買力平価米ドル【1ドル＝130円】）

（文部科学省『教育指標の国際比較』（平成20年版）に基づいて作成）

全体⑨ 教育費の公私負担割合の国際比較②

９OECDが「Education at a Glance 2008」作成のために収集したデータを元に文部科学省が推計。教育機関に対する公財政支出（購買力平価により調整）を在学者数で除したもの。

教育に係る一人当たり公財政支出の国際比較

9,229

10,469

8,621

6,714

8,733

6,908

5,758
5,964

4,689

9,683

9,036

6,756

5,667

4,566

3,971

4,602

6,236

2,056

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

日本アメリカイギリスフランスドイツ５カ国平均

（米ドル）

就学前教育 初等中等教育 高等教育



私 立 公 立 国 立

授 業 料 減 免

出資金を活用した無利子融資枠
の創設
　 － －

私立大学経常費補助：25億円
公立大学：地方財政措置
国立大学：運営費交付金の算定において考慮
※H19実績
　　免除実績額：269億円
　　免除者数：8万人

奨 学 金

（無利子奨学金事業）貸与人員　34.4万人
　　　　　　　　　　　　　　 (うち緊急採用 0.4万人)
（有利子奨学金事業）貸与人員　80.4万人
※H19実績
　　大学学部　80.6万人
　　大学院（修士：7.1万人、博士1.6万人）

授 業 料 減 免
  国：新たな交付金　４８６億円
  都道府県：基金の設置 － －

〈私立〉
　都道府県　258億円（H19実績）
　（うち国庫補助　6.8億円）
　H21'～　地財措置　20億円
〈公立〉
　地財措置で考慮（H19実績　22.4万人（9.7％）225億円〉

奨 学 金
H17年度より、10～15年間で総額2,000億円程度の資金を
都道府県に交付
（H19実績　15.2万人（4.5％）　440億円）

義 務 教育 就 学 援 助

要保護者：国の補助事業として実施
準要保護者：H17より市町村事業として実施

〔H19実績〕
　就学援助費総額：921億円（地財措置　281.5億円）
　　要保護児童生徒数：13.2万人
　　準要保護児童生徒数：128.9万人

幼 稚 園 就園奨励 事業

保育料（全国平均　294,000円）について一定の所得額以
下の世帯に所得額に応じた就園奨励費を支給

（第2子以降保護者負担軽減）
 　第1子　　　　　　　　　 1.0（約14万円）
　 第2子（同時就園）　　0.5（半額　約7万円）
　 第2子（小１～３）　　　0.9（約12万円）
　 第3子　　　　　　　　　 0.0（無償）

高 等 学校

補 正 予 算 に よ る 対 応
区 分 現 状

高 等 教育

家計急変学生に対する緊急採用奨学金の貸与人員を倍増（８，０００人）　１５億円
返還困難者に対して、10万人まで返還猶予が可能になるよう対応　１０億円

今後３年間で家計急変等により修学困難になると見込まれる高校生（のべ約21万人）へ
の経済的支援(授業料減免（私立）、奨学金）

地域活性化・経済危機対策臨時交付金（仮称）　約２５０億円

地域活性化・経済危機対策臨時交付金（仮称）  約５０億円
（経済悪化に伴う人員の増など）

日本私立学校振興・共済事業

団出資金　１１０億円

H19実績
17.1万人
（15.5％）

【参考】 「経済危機対策」（平成21年4月10日 政府・与党決定）における教育費負担の軽減措置
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幼稚園就園奨励費補助について

（対前年度）
２１年度予算額 ２０，３９７百万円（＋１，１８５百万円）
２０年度予算額 １９，２１２百万円

事業の概要

保護者の所得状況に応じた経済的負担の軽減等を図ることを目的として、保育料等を軽減する「就園奨励事業」を実施
している地方公共団体に対して、国が所要経費の一部を補助する。 （ 補助率：１／３以内 ）

○対前年度予算額 11億９千万円増額 ⇒ 予算額総額２０４億円
○対象園児１人当たりにすると 平均４，７００円増額（年額）

２１年度予算のポイント

具体的な改善の内容

(1) 私立幼稚園の補助単価の引き上げ【５％増】(1) 私立幼稚園の補助単価の引き上げ【５％増】

保護者負担の一層の軽減等を図るため、私立幼稚園におけ
る補助単価を引き上げる。

(2) 第２子以降の保護者負担の軽減(2) 第２子以降の保護者負担の軽減

○ 兄・姉が幼稚園児

第２子 ０．７ → ０．５（半額）
第３子以降 ０．２ → ０．０（無償）

○ 兄・姉が小１～３
第２子 ０．９ → ０．９

第３子以降 ０．８ → ０．０（無償）

※第１子の保護者負担割合を[1.0]とした場合の第２子以降の保護者負担割合

Ⅰ 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯
146,200円 → 153,500円 (7,300円増)

Ⅱ 市町村民税所得割非課税世帯 （年収290万円以下）

110,800円 → 116,300円 (5,500円増)
Ⅲ 市町村民税所得割課税額( 34,500円以下) （年収360万円以下）

84,200円 → 88,400円 (4,200円増)
Ⅳ 市町村民税所得割課税額(183,000円以下) （年収680万円以下）

59,200円 → 62,200円 (3,000円増)

※保育料から補助単価を差し引いた額が保護者の実負担額（保育料の全国平均は294,000円）
※年収は夫婦と子ども２人の場合を参考までに掲げている。
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就学援助について児

１．就学援助の実施主体は市町村

「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に 対しては、市町村は、必要な援助を
与えなければならない。」 【学校教育法第１９条

２．就学援助の対象は要保護者及び準要保護者

（１）要保護者・・・生活保護法第６条第２項に規定する要保護者 （平成１９年度 約１３万人）

（２）準要保護者・・・市町村教育委員会が生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮
していると認める者 【認定基準は各市町村が規定】 （平成１９年度 約１２９万人）

※平成１９年度要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助総額 約９２１億円（生活保護法における教育扶助給付額を除く）

３．国は市町村に対して補助（現在は要保護者分のみ）

（１）要保護者・・・市町村が要保護者に対して就学援助を行う場合、 これに要する経費の１／２を国が補助
【補助の根拠法】 就学援助法、学校給食法、学校保健法

①補助対象品目
・学用品費 ・体育実技用具費 ・新入学児童生徒学用品費等 ・通学用品費 ・通学費

・修学旅行費 ・校外活動費 ・医療費 ・学校給食費
②２１年度予算額 ７２８，１１０千円

（２０年度予算額 ７１３，６０９千円）

（２）準要保護者・・・準要保護者に対する就学援助については、平成１７年度より、国の補助を廃止し、税源移
譲・地方財政措置を行い、市町村が単独で実施
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高校生に対する授業料の減免等について

１．高等学校の授業料の減免

（１）公立（都道府県立）高等学校
全都道府県において実施（地方財政上、基準財政需要額に減免措置を考慮） 【地方交付税により措置】

減免者総数（減免率） 免除額

平成１９年度（実績） 約２２万４千人（９．７％） 約２２５億円

（注）減免率：都道府県立高等学校全生徒数に占める減免者数

対象高校生数（減免率） 都道府県による補助額

平成１９年度（実績） 約１７万１千人 １５.５％ 約２５８億円（ ）

＜うち国庫補助分＞ ＜約６千人＞ ＜約５億５千万円＞

（注１）減免率：私立高等学校全生徒数に占める都道府県補助の対象高校生数

（注２）国庫補助分：都道府県から申請のあった国庫補助対象の高校生数と国庫補助額

（２）私立高等学校
全都道府県において、経済的理由による授業料減免を行う私立高等学校に対する補助を実施

【私学助成により措置】

（都道府県が家計急変や生活保護を要件として補助した場合、国が都道府県の補助額の２分の１以内を補助）

・ 上記の他、地方交付税、地域活性化・生活対策臨時交付金に より財源措置

２．高校生に対する奨学金事業

奨学金事業については、全都道府県において実施。日本学生支援機構（旧日本育英会）が実施してきた高校奨
学金事業は、平成１７年度以降の入学者から順次、都道府県に移管。

＜都道府県と日本学生支援機構の合計＞

貸与人数（貸与率） 貸与額

平成１９年度 実績 約１５万２千人（４．５％） 約４３６億円（ ）

（注）貸与率：全生徒数に占める奨学金貸与人員

４４０
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（２）私立大学の授業料免除等について（私立大学等経常費補助金交付実績）

平成１８年度より、私立大学等において、経済的に修学困難な学生を対象に実施している授業料減免事業等へ支援。

（注）１．私立大学の数値は国の補助による数値のみ計上しており、大学独自のものは除く。２．のべ人数は、国庫補助を活用した授業料免除及び独自の奨学金等の対象者の合計。
３．国は事業費の1/2以内を補助。

（１）国立大学の授業料減免等について

国は経済的理由により、授業料等の納付が困難な者に対する授業料減免措置制度を設け、運営費交付金の算定

において考慮。

（注）１．実人数は平成18年度から調査を実施。２．のべ人数は、前期、後期それぞれの免除者数の合計。３．学校数は、平成19年度に減じたのは大学の統合によるもの。

４．一人当たり月額は学部（昼間）、大学院（法科大学院を除く）の標準額を基に算定。

１．大学・大学院の授業料減免

大学生・大学院生に対する授業料の減免等について

２．学生等に対する奨学金事業

教育の機会均等及び人材育成の観点から、経済的理由により修学に困難がある学生等を支援するため、日本学生支援機構
において奨学金事業を実施。

７，０６７億円

貸与総額

８９．２万人

貸与総人数

（平成19年度実績）

全額免除の場合：４．５万円
半額免除の場合：２．２万円

一人当たり月額

８万人１３万２千人

実人数のべ人数

一人当たり月額：２．４万円
・授業料減免の場合：２．８万円

・給付制奨学金の場合：２．６万円
・教育ローンの利子補給：０．３万円

一人当たり月額

-２万１千人

実人数のべ人数

（平成20年度実績）

（平成19年度実績）
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5,873 人,
53.7%

4,908 人,
44.9%

157 人,
1.4%

5,863 人,
56.3%

4,375 人,
42.0%

168 人,
1.6%

競争的資金

寄付金等

基盤的経費等

72,482 人,
97.7%

72,455 人,
98.2%

904 人,
1.2% 450 人,

0.6%

1,501 人,
2.0% 214 人,

0.3%

競争的資金

寄付金等

基盤的経費等

大学院生への給与型の経済的支援（TA・RA）

１． 概要

優秀な大学院学生に対し、教育的配慮の下に、学部学生等に対する助言や実験、実習等の教育補助業務を行わせ、
大学院学生が将来教員・研究者になるためのトレーニングの機会の提供を図るとともに、これに対する手当支給により、
大学院学生の処遇の改善の一助とすることを目的とする。

２． 対象者
大学院に在籍する学生

３． 支給額の目安

一人当たり月額４．３万円（平成１５年度国立学校特別会計）
４．受給者数

７．４万人（平成１８年度実績）

１． 概要

大学等が行う研究プロジェクト等に、教育的配慮の下に、優秀な大学院学生等を研究補助者として参画させ、若手研究
者としての研究遂行能力の育成、研究体制の充実を図るとともに、これに対する手当支給により、大学院学生の処遇の
改善の一助とすることを目的とする。

２． 対象者
大学院に在籍する学生（主に博士課程） 等

３． 支給額の目安
一人当たり月額１０．３万円（平成１９年度グローバルCOE採択拠点の平均値）

４．受給者数
１．０万人（平成１８年度実績）

リサーチ・アシスタント（RA）

ティーチング・アシスタント（ＴＡ）
※ＴＡ採用学生数の割合（財源別）

0.9%20,159178専門職

学位課程

割合全在学者数TA採用学生数

74,197

16,299

57,720

261,049

75,365

165,525

28.4%合計

21.6％博士課程

34.9％修士課程

※ＲＡ採用学生数の割合（平成18年度）

※ＲＡ採用学生数の割合（財源別）

大学院

学生数

フェロー

シップ

トレーニー

シップ

リサーチ

アシスタント

ティーチング

アシスタント
その他 自己負担

連邦政府
83832

（20.6%）

8347

（2.1%）

9725

（2.4%）

58199

（14.3%）

1619

（0.4%）

5942

（1.5%）
-

大学・州など
183401

（45.1%）

28140

（6.9%）

4797

（1.2%）

56052

（13.8%）

72657

（17.9%）

21755

(5.4%）
-

合 計
406,653

（100.0%）

36,487

（9.0%）

14,522

（3.6%）

114,251

（28.1%）

74,276

（18.3%）

27,697

（6.8%）

139,420

（34.3%）

大学院

学生数

フェロー

シップ

トレーニー

シップ

リサーチ

アシスタント

ティーチング

アシスタント
その他 自己負担

連邦政府
83832

（20.6%）

8347

（2.1%）

9725

（2.4%）

58199

（14.3%）

1619

（0.4%）

5942

（1.5%）
-

大学・州など
183401

（45.1%）

28140

（6.9%）

4797

（1.2%）

56052

（13.8%）

72657

（17.9%）

21755

(5.4%）
-

合 計
406,653

（100.0%）

36,487

（9.0%）

14,522

（3.6%）

114,251

（28.1%）

74,276

（18.3%）

27,697

（6.8%）

139,420

（34.3%）

財

源

支給額の目安 授業料＋生活費相当額
（給付型）40.7％

授業料＋α
（給付型）

◎米国における制度・財源別支援状況 （2005年（平成17年））
（※科学及び工学分野のフルタイム大学院学生を対象）

【参考】米国における大学院学生に対する経済的支援の状況

（参考）

■米国における大学の授業料（2004年度 平均年額）

州立大学 約５７万円 私立大学 約２１３万円

■ＲＡへの給付額（2003-2004年 コロンビア大学の例）

生物学 約２７０万円 機械工学 約１８０万円

（※支給額の目安は、一般的な状況を示したものであり、
それぞれの制度において保証されているわけではない。）

（出典：NSF,Science&Engineering Indicator 2008,Appendix table 2-7）

※TA採用学生数の割合（平成18年度）

0.1%20,15915専門職

学位課程

割合全在学者数RA採用学生数

10,406

10,165

226

261,049

75,365

165,525

4.0%合計

13.5％博士課程

0.1％修士課程 外周：平成18年度

内周：平成17年度

外周：平成18年度

内周：平成17年度
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幼児教育① 幼児教育の位置づけ

○ 教育基本法（平成十八年十二月二十二日法律第百二十号）

（幼児期の教育）
第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること
にかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整
備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

○ 経済財政改革の基本方針２００８（２０年６月２７日閣議決定）
幼児教育の将来の無償化について、歳入改革にあわせて財源、制度等の問題を総合

的に検討しつつ、当面、就学前教育についての保護者負担の軽減策を充実するなど、幼
児教育の振興を図る。

○ 教育振興基本計画（２０年７月１日閣議決定）
特に小学校就学前段階や高等教育段階では、家計負担を中心とした私費負担が大き

い。・・ＯＥＣＤ諸国など諸外国における公財政支出など教育投資の状況を参考の一つと
しつつ、必要な予算について財源を措置し、教育投資を確保していくことが必要・・

幼児教育は生涯にわたる人格形成及び基礎教育の基礎を培うものとして位置付け
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中間報告の骨子

１．無償化の意義及び必要性・重要性
・幼児教育の重要性に関する認識の高まりやその効果が明らかになってきたことなど

２．対象者
①幼稚園、②認定こども園、③認可「保育所」に在籍する３～５才児が基本

３．無償化の仕組み
・機関補助と個人給付の二本立てを前提とした上で、個人給付の拡充により実現

４．関連する課題
・無償化の実施に併せて、教育の質の維持向上を図ることが重要
・義務教育化については、今後の国民的な議論等を踏まえて検討していくべき
・行政は、地域の実情に応じて、幼児教育が提供される環境の整備に努めることが必要

５．財源
・追加公費の額は、国・地方合わせて７，９００億円
・「中期プログラム」における少子化対策として位置づけ、安定財源を確保した上で実

施することが適当

６．制度化の時期等
・税制抜本改革を行うための法制上の措置を講ずる時期及び保育制度改革の時期の動向

等を勘案しながら、検討
・多大な財源が必要となることから、文部科学省だけでなく、関係省庁を含め、政府全

体として検討を進めていくことが重要

幼児教育② 幼児教育の無償化に向けた検討

文部科学省においては、幼児教育の無償化について総合的に検討するため、平成２０年５
月に「今後の幼児教育の振興方策に関する研究会」（座長：無藤隆白梅学園大学教授）を立
ち上げ、諸外国の取組状況や財源、制度等について調査・検討を行い、平成21年５月18日
に中間報告を行ったところ。

今後の幼児教育の振興方策に関する研究会 委員名簿

秋田 喜代美 東京大学大学院教育学研究科教授

稲毛 律夫 東京都江戸川区子ども家庭部長

岩立 京子 東京学芸大学教育学部教授

岩渕 勝好 東北福祉大学教授

大竹 文雄 大阪大学社会経済研究所教授

柏女 霊峰 淑徳大学社会学部教授

佐藤 津矢子 高知県教育委員会子育て・親育ち推進監

無藤 隆 白梅学園大学子ども学部教授

森上 史朗 子どもと保育総合研究所代表

オブザーバー：厚生労働省保育課長

副座長

座長

幼児教育の無償化に向けた検討が進行中
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１．無償化の意義及び必要性・重要性１．無償化の意義及び必要性・重要性

幼児教育に関しては近年、①その重要性に関す

る認識が高まってきている、②実証研究や脳科学

研究から教育的・社会経済的効果が明らかになっ

た、③少子化対策としても経済的負担の軽減が求

められている、④諸外国も無償化の取組を進めて

いることなどから、幼児教育の無償化は国家戦略

上の喫緊の課題。

２．対象者２．対象者

無償化の対象としては、幼児期にふさわしい教

育が制度的に担保されていることが必要。①幼稚

園、②認定こども園、③認可「保育所」に在籍す

る３～５歳児を対象とすることが基本。なお、保

育所等については、まずは保育制度改革の議論の

中で検討されることが適当。

３．無償化の仕組み３．無償化の仕組み（幼稚園及び認定こども園）

現行の私学助成（機関補助）と幼稚園就園奨励

費補助制度（個人給付であるが、幼稚園が代理受

領）の二本立てを前提とした上で、幼稚園就園奨

励費補助制度を拡充した個人給付制度により実現。

また、制度の確実かつ安定的な実施の観点から、

法制度化（市町村に対する支給の義務付け及び国

の負担の明確化など）を含めて検討。

４．無償化に関連する課題４．無償化に関連する課題

（ア）教育の質の維持・向上について（ア）教育の質の維持・向上について

学校評価の取組の強化など、質の向上のための

更なる取組の推進に努めるべき。

（イ）義務教育化について（イ）義務教育化について

現状では国民的な合意が得られているとは言い

難く、今後の国民的な議論等を踏まえて検討して

いくべき。

（ウ）行政による幼児教育の提供の責務について（ウ）行政による幼児教育の提供の責務について

地域の実情に応じて、幼児教育が提供される環

境の整備に努めることが必要。

５．財源５．財源 （幼稚園・保育所合わせて７，９００億円）

幼児教育の無償化は、少子化対策上の重要な施

策の一つであることから、平成２０年１２月に閣

議決定された「中期プログラム」における少子化

対策として位置付け、安定財源を確保した上で実

施することが適当。

６．制度化の時期６．制度化の時期

税制の抜本改革を行うための法制上の措置を講

ずる時期及び保育制度改革の時期の動向等を勘案

しながら、検討すべき。

今後の幼児教育の振興方策に関する研究会中間報告の概要
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諸外国における幼児教育の無償化に係る動き諸外国における幼児教育の無償化に係る動き

・ ５歳児に対する幼児教育・保育の無償化の段階的実施が法定化されている。
（1999年より低所得者層から順次拡大中。現在、5歳児の約30%が無償。）

・ ６歳から初等学校に入学し、義務教育となる。

韓国

【連邦制のため、制度の在り方は州により異なる】

・ ３～５歳児を対象とした幼稚園は、基本的に有償。
2007年までに、４つの州・市で５歳児より無償化を導入。

・ ６歳から基礎学校に入学し、義務教育となる。

ドイツ

【連邦制のため、制度の在り方は州により異なる】

・ 主に５歳児を対象とする公立小学校付設の幼稚園は、無償。

・ 通常は６歳から小学校に入学し、義務教育となるが、一部の州では５歳児を
義務化。

アメリカ

・ 主に３～５歳児を対象とした幼稚園は、９９％が公立であり、無償。

・ ６歳から小学校に入学し、義務教育となる。

フランス

・ 2004年までに全ての３～４歳児に対する幼児教育の無償化を実現。
（現在、「週12.5時間（2.5時間×5日)、年38週分」が無償で、2010年までに「週15時間、年38週分」を無償に。）

・ ５歳から初等学校に入学し、義務教育となる。

イギリス

制度の概要国名

・ ５歳児に対する幼児教育・保育の無償化の段階的実施が法定化されている。
（1999年より低所得者層から順次拡大中。現在、5歳児の約30%が無償。）

・ ６歳から初等学校に入学し、義務教育となる。

韓国

【連邦制のため、制度の在り方は州により異なる】

・ ３～５歳児を対象とした幼稚園は、基本的に有償。
2007年までに、４つの州・市で５歳児より無償化を導入。

・ ６歳から基礎学校に入学し、義務教育となる。

ドイツ

【連邦制のため、制度の在り方は州により異なる】

・ 主に５歳児を対象とする公立小学校付設の幼稚園は、無償。

・ 通常は６歳から小学校に入学し、義務教育となるが、一部の州では５歳児を
義務化。

アメリカ

・ 主に３～５歳児を対象とした幼稚園は、９９％が公立であり、無償。

・ ６歳から小学校に入学し、義務教育となる。

フランス

・ 2004年までに全ての３～４歳児に対する幼児教育の無償化を実現。
（現在、「週12.5時間（2.5時間×5日)、年38週分」が無償で、2010年までに「週15時間、年38週分」を無償に。）

・ ５歳から初等学校に入学し、義務教育となる。

イギリス

制度の概要国名

ペリー就学前実験における４０歳での主な結果ペリー就学前実験における４０歳での主な結果

55%
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60%

65%

49%
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40歳までに逮捕歴
5回以上

40歳で年収2万ドル
以上

高校卒業

14歳での基本的な
到達

［出典］　Starting Strong Ⅱ; EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE (OECD, 2006)
Source; Schweinhart, L. and J. montie (2004), "Significant Benefits: The High/Scope Perry,

 Pre-school Study thorough Age 40",High/Scope Educational Research Foundation

質の高い幼児教育の介入
実験を実施したグループ
未実施のグループ

子育て家庭に対するアンケート調査結果子育て家庭に対するアンケート調査結果
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44.7

45.8

67.7
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児童手当の支給対象年齢
の引き上げ

児童手当の引き上げ

医療費の無料化

幼稚園費等の軽減

％

子どものいる20～49歳の女性のうち、少

子化対策として「経済的支援措置」が重要
だと考える人の７割が「幼稚園費等の軽
減」を望んでいる。

Ｑ あなたは、少子化対策としての経済的支援措置とし
て、具体的にどのようなものが望ましいと思いますか。
（経済的支援措置が重要だと考える人に対する質問）

出典：内閣府「少子化社会対策に関する子育て女性の意識調査」（平成１７年３月）

Ｑ 負担感を感じる具体的な内容 （複数回答）

子どもが幼稚園に通う世帯においては、
子育て費用の負担感の内容として、 ６割

以上が「保育所や幼稚園にかかる経費」
をあげている。

21.7
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60.8

0 10 20 30 40 50 60 70

1
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3

21.7

24.8

60.8
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3
保育所や幼稚園
にかかる経費

衣類にかかる経費

医療費

（％）

出典：厚生労働省「２１世紀出生児縦断調査」（平成１７年度）

教育基本法の改正教育基本法の改正

○教育基本法（抄）
（幼児期の教育）
第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を
培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体
は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適
当な方法によって、その振興に努めなければならない。
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○ 幼児教育の効果に関する米国の比較実験結果

幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎

14歳での基本的な

学習到達
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幼稚園に係る無償化の財政フレーム図幼稚園に係る無償化の財政フレーム図
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※１ 平成２１年度幼稚園就園奨励費補助金、私学助成の政府予算ベースで推計したもの。施設整備費を除く。
※２ 公立幼稚園の経常的経費は地方交付税措置額であり、就園奨励費の地方交付税措置分が含まれている。

また、現行で公立に支給されている就園奨励費４億円は本図では省略。
※３ 私学助成の都道府県分は地方交付税措置額である。

無償化の実施スキーム（私立幼稚園の場合）無償化の実施スキーム（私立幼稚園の場合）

市町村

保護者

都道府県

幼稚園 ※２

①入園申込

②幼児教育の提供

国

④支給決定

費用の補助

私学助成

幼稚園認可、指導監督

私学助成
（経常費、預かり保育等）

⑤費用支払※１

（施設による
代理受領）

③申請
（施設による代理申請可）

※１ 入園料及び保育料の全国的な平均額を基準とする。
なお、施設によっては保護者からの追加徴収を可能とする方向で検討。

※２ 認定こども園の幼稚園機能部分については、幼稚園に準じて、無償化の対象とする方向で検討。
※３ 市町村に対する支給の義務付け及び国の負担の明確化など、法制度化を含め、検討。

無償化に要する追加公費（平成２１年度ベース）無償化に要する追加公費（平成２１年度ベース）

７，９００５，６００２，３００計

４，４００２，３００２，０００保育所

３，５００３，３００２００幼稚園

計私立公立

７，９００５，６００２，３００計

４，４００２，３００２，０００保育所

３，５００３，３００２００幼稚園

計私立公立

単位：億円

※１ 平成２１年度の政府予算ベースで推計したもの。
※２ 幼稚園・保育所に通園する３～５歳児の全員を無償化する場合。
※３ 幼稚園は幼稚園教育要領に定める幼児教育を実施するために必要となる４時間相当の本体的な教育のための経

費、保育所は児童福祉施設最低基準で定められた８時間の保育のための経費を前提とした数値。
※４ 認定こども園の幼稚園機能部分については、この試算では含まれていない。
※５ 四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある。

Education at a Glance 2008, OECD Indicatorsのデータより作成。2005年ベース。

ＯＥＣＤ諸国（数値不明の４か国を除く）２６か国中日本は２４位

就学前教育費の公費負担割合（収入ベース）就学前教育費の公費負担割合（収入ベース）
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・ ５歳児に対する幼児教育・保育の無償化の段階的実施が法定化されている。
（1999年より低所得者層から順次拡大中。現在、5歳児の約30%が無償。）

・ ６歳から初等学校に入学し、義務教育となる。

韓国

【連邦制のため、制度の在り方は州により異なる】

・ ３～５歳児を対象とした幼稚園は、基本的に有償。
2007年までに、４つの州・市で５歳児より無償化を導入。

・ ６歳から基礎学校に入学し、義務教育となる。

ドイツ

【連邦制のため、制度の在り方は州により異なる】

・ 主に５歳児を対象とする公立小学校付設の幼稚園は、無償。

・ 通常は６歳から小学校に入学し、義務教育となるが、一部の州では５歳児を
義務化。

アメリカ

・ 主に３～５歳児を対象とした幼稚園は、９９％が公立であり、無償。

・ ６歳から小学校に入学し、義務教育となる。

フランス

・ 2004年までに全ての３～４歳児に対する幼児教育の無償化を実現。
（現在、「週12.5時間（2.5時間×5日)、年38週分」が無償で、2010年までに「週15時間、年38週分」を無償に。）

・ ５歳から初等学校に入学し、義務教育となる。

イギリス

制度の概要国名

幼児教育③ 諸外国における幼児教育の無償化に係る動き

諸外国においても無償化の傾向

２１



幼児教育④ 教育費負担に関する国民の意識調査結果

教育費の負担が、少子化の要因となっているとの意識調査結果が出ている

◆子育てのつらさの内容

22.6%

25.5%

45.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

　自分の自由な時間がなくなること

　子どもが小さいときの子育てにお金がかかること

　子どもの将来の教育にお金がかかること

◆少子化対策として望ましい経済的支援措置

67.7%

45.8%

44.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

児童手当の引き上げ

医療費の無料化

幼稚園費等の軽減

＜内閣府「社会意識に関する世論調査」（平成20年2月）＞

＜内閣府「少子化社会対策に関する子育て女性の意識調査」（平成17年3月）＞

◆理想の子どもの数に比べて予定の子どもの数が少ない理由

21.0%

23.1%

57.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

育児の体力的な問題

年齢的な理由で困難

子どもを育てるのに経済的負担が大きい

＜内閣府「国民生活選好度調査」（平成17年11月）＞

２２

※経済的支援措置が重要だと考える人に対する質問



○予定子ども数が理想子ども数を下回る理由
（出典：国立社会保障・人口問題研究所『第13回出生動向基本調査』2005年6月）

理想とする子どもの数を持たない理由（複数回答）
１位：「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」（全体６５．９％）

＜妻の年齢別＞
２５歳～２９歳 ８３．５％
３０歳～３４歳 ７８．７％
３５歳～３９歳 ７５．０％
４０歳～４９歳 ５４．０％

理想とする子どもの数を持たない理由
１位：「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」（全体６５．９％）

理想とする子どもの数を持たない理由
　　　　　　　　　「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」

84%

54%

75%

79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40～49歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

２位：「高年齢で生むのはいやだから」（全体３８．０％）
３位：「これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから」（全体２１．６％）
４位：「自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから」（全体１７．５％）

２３



要保護及び準要保護児童生徒数の推移（平成７年度～平成１９年度）
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数
（
人

）

要保護及び準要保護児童生徒数

準要保護児童生徒数

要保護児童生徒数

 ※ 要保護児童生徒数・・・・生活保護法に規定する要保護者の数
　
 ※ 準要保護児童生徒数・・・要保護児童生徒に準ずるものとして、市町村教育委員会
　　　　　　　　　　　　　がそれぞれの基準に基づき認定した者の数

  10万人

要保護児童生徒数

準要保護児童生徒数

要保護及び準要保護児童生徒数

この１０年で要保護児童生徒数は約1.5倍、準要保護児童生徒数は約２倍に増加

小学校・中学校段階① 就学援助の状況

２４
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（万円）

・お茶の水女子大学２１世紀ＣＯＥプログラム（誕生から死までの人間発達科学）の事業として
耳塚寛明お茶の水女子大学教授を中心に調査を実施（平成18年９月公表）

・子どもを取り巻く家庭環境が与える学力形成の影響について調査
・関東地方にある人口約２５万人の中都市に住む、小学校６年生とその保護者を対象に調査を行った。
（対象は300名程度）

＜一ヶ月の学校外教育費支出と算数学力平均値＞＜世帯所得別の算数学力平均値＞

家庭の所得と学力には相関関係が見られる。

小学校・中学校② 教育支出や世帯所得と学力との関係

○ 学校外教育費支出と学力の間にも、同様の相関関係が見られる。

２５



＜就学援助（中学校）＞

文部科学省・国立教育政策研究所「平成２０年度全国学力・学習状況調査」

小学校・中学校③ 就学援助と学力との関係
就学援助を受けている生徒の割合の高い学校は正答率が低い傾向

２６
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ＯＥＣＤ平均 日本

生徒の社会経済文化的背景と学力（数学的リテラシー）には相関関係が見られる。

（出典）「生きるための知識と技能」OECD生徒の学習到達度調査(PISA)2003（国立教育政策研究所編）

ＰＩＳＡ2003では、家庭の社会経済文化的背景を示す指標として、
以下の４分野の指標が用いられている。
①家庭の学習リソース

例）勉強机、勉強する場所、参考書等
②家庭におけるクラシックな文化的所有物

例）文学作品、詩集、絵画等
③保護者の教育的背景

例）保護者の学歴
④家庭の社会経済的背景

例）保護者の職業、役職

なお、わが国では、「④家庭の社会経済的背景」が数学的リテラ
シー得点に与える影響は比較的小さい（「②家庭におけるクラ
シックな文化的所有物」や「③保護者の教育的背景」の影響は比
較的大きい。）

小学校中学校④ 生徒の社会経済文化的背景と学力との関係（PISA2003）

（数学的リテラシー得点）

（社
会
経
済
文
化
的
背
景
の
指
標
）

（各指標１単位増による平均点増効果）
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家庭の社会経済的背景 保護者の教育的背景 家庭のクラシックな文化的所有物

ＯＥＣＤ平均 日本
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高校卒業後の予定進路（両親年収別）
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400万円以下 600万円以下 800万円以下 1000万円以下 1000万円超

就職など 専門学校 短期大学 ４年制大学 受験浪人・未定

注3）無回答を除く。「就職など」には就職進学、アルバイト、海外の大学・学校、家業手伝い、家事手伝い・主婦、その他を含む。専門学校には各種学校を含む。

（出典）東京大学大学院教育学研究科 大学経営・政策研究センター「高校生の進路追跡調査 第1次報告書」（2007年9月）

(%)

注1）日本全国から無作為に選ばれた高校3年生4,000人とその保護者4,000が調査対象。

注2）両親年収は、父母それぞれの税込年収に中央値を割り当て（例：「500～700万円未満」なら600万円）、合計したもの。

高校① 親の収入等と高校卒業後の進路について

両親の年収が少ないほど、4年制大学進学率が低く、逆に就職する割合が高い。両親の年収が少ないほど、4年制大学進学率が低く、逆に就職する割合が高い。
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私立高等学校における授業料滞納が増加している。

高校② 私立高等学校等の授業料滞納状況

私立高等学校・中等教育学校後期課程の授業料滞納等の状況

（平成２０年度末：２１年３月３１日時点、平成１９年度末：２０年３月３１日時点）

１．調査対象校数及び有効回答数
（1）調査対象：計１，３２８校

高等学校１，３１６校、中等教育学校後期課程１２校

（2）有効回答：計１，３２３校（９９．６％）

高等学校１，３１３校、中等教育学校後期課程１０校

２．調査結果の概要
平成２０年度末は、１９年度末に比べ、授業料滞納者が０．１％増加。

◆平成２０年度末

・授業料滞納者数：９，０６７人（０．９％）

◆平成１９年度末

・授業料滞納者数：８，２７６人（０．８％）

３．学校における取組状況
（1）生徒からの相談状況

◆ 「平成19年度末に比べ、経済的支援に関する生徒からの相談件数が増加している」と回答する学校の割合が約72％。

（2）経済的支援措置の有無

◆約７２％（９５３件）の学校が、経済的支援策を実施。

（3）生徒の経済的支援措置ニーズへの対応

◆約５９％（８８２校）の学校が、生徒の経済的支援措置へのニーズに応えられていると回答。

一方、ニーズに応えられていないとする学校も約２２％（２８５校）存在。

２９



大学・大学院① 大学授業料

大学授業料は、過去３０年間で物価指数と比べて大きく上昇
（消費者物価指数が２倍になったのに対し、国立大学授業料は１５倍に、私立大学授業料は４．５倍に）

○授業料と消費者物価指数の推移（指数化後）
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・高等教育の規模の拡大、高額な授業料に対応するため、2005年より、政府保証ローン制度
を導入し貸与人員を拡大。

・高等教育の機会を保障するため、2008年より生活保護受給者に対する給付制奨学金を開始。

国公立 35.3～71.1万円

私立 23.9～98.5万円

韓国

・1980年代後半から高等教育の規模が拡大、1998年より授業料徴収を開始。

(当初1,000ポンド,2006年から3,000ﾎﾟﾝﾄﾞ)

・貸与中心の奨学制度が拡大。

・2004年、低所得家庭出身学生を対象とする給与制の奨学金制度を導入。

国立（99％） 39万円

私立（1％）

イギリス

・1950～80年代の後半から高等教育の規模の拡大を背景に、各高等教育機関にお
いて授業料の引き上げを実施。

・連邦政府は給与型奨学金の拡大、授業料抑制のため各大学の授業料引き上げ状
況の公表等を提言。

・ 授業料は定価の授業料から大学独自奨学金や給付制奨学金等により、40%～60%
程度割り引かれる。

州立（25％） 53万円

私立（75％） 230万円

アメリカ

制度の概要国名

大学・大学院② 諸外国における高等教育の授業料等に係る動き

諸外国においても授業料は増加傾向

３１
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平成21年

〇貸与人員：１１５万人
〇事業費総額：９，４７５億円

過去１０年間で、事業総額は２．７倍。億円

無利子

大学・大学院③ 日本学生支援機構奨学金貸与事業

有利子

全体
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80%

25%

31%

59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日本

フランス

ドイツ
給与奨学金 貸与奨学金 半額給与・半額貸与

アメリカ

イギリス

43%

57%

29%

【学部学生のうち奨学金を受ける者の割合】

2,266億円

-

-

7兆1726億円

9,437億円

事業規模奨学金（年額） 授業料（年額）

日本
貸与奨学金 （無利子）：最大77万円

（有利子）：最大120万円
国立54万円
私立84万円

アメリカ
ペル等の給与奨学金：平均29万円
スタフォード等の貸与奨学金：平均58万円

州立53万円
私立230万円

イギリス
給与：最大35万円
貸与 （自宅）：最大44万円，

（自宅外）：最大81万円
39万円

フランス 給与奨学金：最大41万円 原則無償

ドイツ 半額給与・半額貸与奨学金：最大64万円 15万円

（参考）
1ドル=90円
1ポンド=130円
1ユーロ=115円

(2006)

(2007)

(2005)

(2006)

(2008)

・アメリカとイギリスは，給与と貸与を重複して受けることが可能

主要国では、奨学金（とりわけ給付型）が充実している（米英）、
または授業料が無償または低廉（独仏）のいずれかの傾向にある。

大学・大学院④ 学部学生への経済的支援の欧米との比較

３３



大学・大学院⑤ 大学等の授業料滞納等の状況

大学等における授業料滞納が増加している。

各大学等の授業料滞納や中退等の状況（平成20年度：21年3月20日時点、平成19年度末：20年3月31日時点）
１．調査対象校数及び有効回答数

（1）調査対象：国・公・私立大学、公・私立短期大学、高等専門学校 １，２２５校
（2）有効回答：計１，１４８校（９３．７％）

回答があった学校の全学生数：平成20年度 2,567,374人、平成19年度 2,526,227人

２．調査結果の概要

３．大学等における取組状況
（1）学生からの相談状況

◆「平成19年度末に比べ、経済的支援に関する学生からの相談件数が増加している」と回答する大学等の割合が約72％。
（2）経済的支援措置の有無

◆約63％（774件）の大学等が、経済的支援策を実施。
（3）学生の経済的支援措置ニーズへの対応

◆約48％（584校）の大学等が、学生の経済的支援措置へのニーズに応えられていると回答。
一方、ニーズに応えられていないとする大学等も約23％（284校）存在。

（1）授業料滞納者の状況
平成２０年度は、１９年度末に

比べて０．２％増加。

◆平成２０年度
・授業料滞納者数：14,662人（0.6％）

◆平成１９年度
・授業料滞納者数：10,632人（0.4％）

（2）中途退学者の状況
平成２０年度は、１９年度末に比べ、中途

退学者総数に占める経済的理由による中途
退学者の割合は１．６％増加。

◆平成２０年度
・中途退学者総数：49,394人
・うち、経済的理由による中途退学者数：7,715人（15.6％）

◆平成１９年度
・中途退学者総数：63,421人
・うち、経済的理由による中途退学者数：8,893人（14.0％）

（3）休学者の状況
平成２０年度は、１９年度末に比べ、休

学者総数に占める経済的理由による休
学者数の割合は０．７％減少。

◆平成２０年度
・休学者総数（47,713人）
・うち、経済的理由による休学者数：7,034人（14.7％）

◆平成１９年度
・休学者総数（45,577人）
・うち、経済的理由による休学者数：7，028人（15.4％）
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大学・大学院⑥ 大学院生に対する経済的支援について

① 0.8万人（2.1％）

② 2.8万人（6.9％）

給付授業料＋生活費相当額①連邦政府

②大学・州など

フェローシップアメリカ

(2005)

（※３）

① 0.9万人（2.4％）

② 0.5万人（1.2％）

給付授業料＋生活費相当額①連邦政府

②大学・州など

トレーニーシップ

1.0万人(4.0％)

① 0.2万人（0.4％）

② 7.2万人（17.9％）

給付授業料＋α①連邦政府

②大学・州など

ティーチング

アシスタント

給付一人当たり月額

10.3万円(※２)

大学リサーチ

アシスタント

受給者数

（括弧内は大学院学生数に対する割合）

7.4万人(28.4％)給付一人当たり月額

4.3万円(※１)

大学ティーチング

アシスタント

給付

給付

形態国名 事業 事業主体 支給額の目安

日本

(2006)

フェローシップ 日本学術振興会 一人当たり月額20万円 0.4万人(1.6％)

(予算上の定員)

リサーチ

アシスタント

①連邦政府

②大学・州など

授業料＋生活費相当額 ① 5.8万人（14.3％）

② 5.6万人（13.8％）

※１ 平成15年度国立学校特別会計
※２ 平成19年度グローバルCOE採択拠点の平均値
※３ 科学及び工学分野のフルタイム大学院学生を対象

生活費相当額（１５万円以上）の経済的支援を受ける者の割合は、米国に比して少ない。

40.7％

・日本の大学院学生数：２６．１万人（2006）

・米国の大学院学生数：４０．７万人（2005）
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